
船舶事故調査報告書 

平成２８年５月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年８月２３日 ０６時１５分ごろ 

発生場所 滋賀県大津
お お つ

市大津港北北東方沖（琵琶湖南部） 

 大宮川
おおみやがわ

三等三角点から真方位１１８°１,４３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０３.６′ 東経１３５°５４.１′） 

事故の概要  プレジャーボートGAMBLER
ギャンブラー

 22XS は、南進中、また、プレジャーボー

トレンジャー321 V
ブイ

は、漂泊中、両船が衝突した。 

 レンジャー321V は、船長が負傷し、左舷舷側部に擦過傷等を生じ、

また、GAMBLER 22XS は、左舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年９月３日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート GAMBLER 22XS、５トン未満（長さ５.９１

ｍ） 

   ２５３－３２４１０滋賀、有限会社ポテンシャルリフォーマー 

Ｂ プレジャーボート レンジャー321V、５トン未満（長さ４.３５

ｍ） 

   ２５３－１０９２８滋賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷舷側部に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

水象：波高 約０.２ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが操縦席に腰を掛けて操船し、約５０～６０km/h の

速力により、船首が浮上して船首方に死角を生じた状態で釣り場に向

けて南進していた。 

 船長Ｂは、船首で釣りの準備をしながら周囲を見ていたところ、左

舷船首方約３００ｍのところにＡ船を認めたものの、Ａ船が漂泊して

いるＢ船を避けてくれると思い、漂泊を続けていた。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、死角を補う見張りを適切に行っていなかったこ

とから、漂泊中のＢ船に気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、左舷船首方にＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ船

を避けてくれると思い、漂泊を続けたものと考えられる。 



原因  本事故は、Ａ船の船長Ａが死角を補う見張りを適切に行っておら

ず、また、Ｂ船の船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避けてくれると思い、漂泊

を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時見張りを適切に行うこと。 

 ・漂泊中に衝突のおそれのある態勢で接近する他の船舶を認めたと

きは、適切な時機に衝突を避けるための措置を講じること。 

 


